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皿　最近の産業合理化と労使関係

　１　ミッ テラン政権の経済政策と眉用 ・失業対策

　経済的民主主義にとっ て， 労働者のための新しい諸権利の承認が重要な意味

をもっ ていることは，すでに述べたとおりである 。しかし，新しい諸権利を承

認する労働改革も，ミッ テラソ政権の経済政策との問に矛盾をひき起こさ＝ない

という保証がたげれぱ，改革としての実際の効果をあげることはできたい。そ

こで，つぎに，ミッ テラン政権の経済政策を素描し，この経済政策の実施に当

って労働改革が障害となるかなら汰いかを分ける条件の析出を試みよう 。ここ

での焦点となる課題は，従来からフラソス杜会党が批判してきた今目のフラソ

ス資本主義の三つの弊害，すなわち，失業，産業の停滞，杜会的不平等を是正

するためにとられた政策のもとで，労働改革の実効性を検討することにある 。

　まず，失業対策であるが，ミヅ テラソ政権は，景気拡大によっ て雇用機会を

増加させようとした 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６４）



　　　　　　　　　　　産業合理化と労働改革（下）（三好）　　　　　　　　　　　２７

　１９８１年５月に政権の座について最初にとっ た施策は，ジスカーノレ ・デスタソ

前政権の消極財政を積極財政へと移すことであ った。すなわち，ミッ テラソ政

権は，成皿と同時に前政権の予算を手直しすへく第１次から第４次までの補正

予算を組んだが，これによっ て１９８１年全体の財政総合収支尻の赤字は拡大し ・

当初予算の２９３．８４億 フラソの赤字は７６０．４２億 フラソの赤字とな った。１９８２年の

当初予算は，ミッテラソ政権として自らの手で編成した初めての予算である ・

その編成の「『目標は雇用拡大，その方法は景気浮揚，その手段は国民連帯（に

よる低所得者層に対する杜会保障の充実及び公平な課税）』という考え方に立って ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
数次に亘る上記の１９８１年補正予算による積極財政を継承 ・発展」させることに

置かれた。その結果，失業対策とイソフレ対策との両面の対策をとり ，経済効

果をあげるために不均衡を是正して景気回復に努めるというのが，ミッ テラソ

政権の予算編成の方針とされた。このような方針を貫徹するための主要手段と

して国家財政が利用されたし，投資の拡大と雇用の創出は，主として公共支出

に依存するものとな った 。

　ところで，この国家予算政策も，金融政策の全体関係の中で整合的なもので

第１表財政収支実績及び対ＧＤＰ比

総合収支尻 　　総合収支尻Ｉ　ＭＦ及び為替安定基金を除く） Ｇ　Ｄ　Ｐ

百万フラソ
対ＧＤＰ比 百万フラソ

対ＧＤＰ比 （百万フラソ）
（劣） （％）

１９７２ 十　１ ，７６７ ０． １８ 十　　　６６
一

９８１ ，１１５

１９７３ 十　４，８４０ Ｏ． ４３ 十　２，０８９ Ｏ． １９ １， １１４ ，２００

１９７４ 十　５，７７０ ０． ４５ 十　５，５０３ Ｏ． ４３ １， ２７８ ，３０２

１９７５ △３７，８１３ ２． ６０ △３８，２０４ ２． ６３ １， ４５２，３１９

１９７６ △１７，１６９ １． ０２ △２０，２３９ １． ２１ １， ６７７，９７３

１９７７ △１９ ，４５７ １． ０３ △１８，３３９ Ｏ． ９７ １， ８８４，５８５

１９７８ △３８，１８７ １． ７８ △３４，３１０ １． ６０ ２， １４１ ，０７９

１９７９ △３８，８９７ １． ５９ △３７，５７２ １． ５４ ２， ４４２，３１２

１９８０ △２３，７９３ Ｏ． ８６ △３０，３０２ １． １０ ２， ７６９ ，３１７

１９８１ △６４，２８３ ２． ０７ △８０，８８５ ２． ６０ ３， １１１ ，３９３

１９８２ △９１ ，８３５ ２． ５７ △９８，９５４ ２． ７７ ３， ５６９ ，３３３

１９８３ △１３７，８５０ ３． ４８ △１２９ ，６１４ ３． ２８ ３， ９５７，０４３

（注）ｍ資料　１０エｓ　ｄｅ　ｒさｇ１ｅ　ｅ　ｔ

　　‘２）出所　大蔵省大臣官房調査企画課『調査月報』第７４巻第１号（１９８５年１月）３４ぺ 一ジより 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（３６５）
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通　貨　調　達 ：

郵便小切手（振替）預金

個　　別　　基　　金

銀行保有登録国庫証券

フラソス銀行による操作

　（フラソス銀行借入）

　（当　座　勘　定）

計

合　　　 計１

１９７４

十　５．７７

△　１．４６

十　４．３１

△　３．６７
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十１４．０５

＋　０．７２

△　Ｏ．６２
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（△０．２１）

（十　２．５０）

十１６．４４

△…１
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△　５．２０
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十　〇．５３
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△　２．０９

＋　０．７０

＋２９．８４

＋　１ ．６４

（十　２．９５）

（△　１ ．３１）

十３０．０９

・・・…１

１９７６

△１７．１７
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△
（十

（△

十

十

４， ０９

２． ５０）

６． ５９）

５， ５０

６． １６

△　７．５７

十

十

十

十

（十

（十

４， ７０

０， ４０

０， ４２

５， ８０

１． ８５）

３． ９５）

・・…１

・１・…１

１９７７

△１９ ．４６

△　１ ．１７

１△・…

十　４．９０

（十　８．００）

（△３．１０）

十　３．８８

＋１１ ．３８

十２０．１６

十　５．６０

＋　Ｏ．３６

△　０．０７

△　５．４２

（△１ ．４５）

（△３．９７）

十　０．４７

十２０．６３

（注）（１〕（）内，短期国債１３３．８億フラン
。

　　 １２）前掲『調査月報』第７４巻第１号（１９８５年１月），３５ぺ一ジより 。

なげれほ，イソフレを抑制しえないぱかりか逆にイソフレを高進させることに

もなりかねたい。フラソスの金融政策は，通貨の発行量，生産の伸び，イソフ

レ率の三者剛こ一定の関係があるという前提のもとに，金融政策の量的目標 ，

つまり生産目標と特に重要な物価抑制目標を念頭において，一定期問に創出す

べき通貨量の目標を設定することと併行して金利水準の監視，外国為替相場の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
安定をめざす多元的な政策をとっ てきた。このようなマネタリスト的でもあり

マネタリスト的でもないともいえる金融政策において，その政策手段とされた

のは・政府（国庫への信用），企業および家計（経済への信用），外国の取引先（金

および為替）汰どの経済主体に供与される信用の対応資産（通貨供給量）にたい

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６６）



支尻と資金調達

１９７８ １９７９

産業合理化と労働改革（下）（三好）

１９８０ １９８１

（単位 ：１０億 フラソ）

１９８２ １９８３

２９

△３８．１９　△３８．９０　△２３．７９　△６４．２８　△９１．８３　△１３７．８５

→一 　１０ ．８０　　　　一←　　９ ．６０　　　　△　１１ ．８３　　　　一←　　３ ．０３　　　　一←　　８ ．９４　　　　△　　９ ．２８

△２７．３９　△２９ ．３０ 　△３５．６２　△６１．２５　△８２．８９　△１４７．１３

十９．６２　＋１２．１６　＋２７．５１　＋１６．１５　＋２７．９５　＋４４．５０

（十１３．５０）　（十１５．００）　（十３１．ＯＯ）　（十２５．ＯＯ）　（十４０．ＯＯ）　（十５１ ．０１）

（△３．８８）（△２．８４）（△３．４９）（△８．８５）（△１２．０５）（△６ ．５１）

十　　１ ．９８　　　　＋　　２ ．６！　　　　＋　　Ｏ ．９６　　　　△　　１ ．８８　　　　△　　２．３９　　　　△　　３ ．０４

一←　１２．００　　　　一←　　Ｏ．２０　　　　一←　１９ ．９６　　　　→一　１２．９２　　　　一←　４！ ．３１　　　　一←　３６ ．４８

十２３．６０　＋１４．９７　＋４８．４３　＋２７．１９　＋６６．８７　＋７７．９４

十１０．２６　＋６．２０　＋７．４０　＋１０．６２　＋９．６５　＋７．４８
’

十　　０．５４　　　　＋　　Ｏ ．８５　　　　＋　　１ ．０２　　　　＋　　１ ．１５　　　　＋　　１ ．５９　　　　＋　　Ｏ ．９１

＋　１４．８０　　　　△　　１ ．２３　　　　△　１１ ．４２　　　　＋　３５ ．６８　　　　＋　５４．９８　　　　＋　２１ ．１３　　

△２１ ．８１ 　＋８．５１ 　△９ ．８１ 　△１３ ．３９ 　△５０．２０ 　△３９６７Ｉ

（十　 ２． ０９）　（十　 １． ６７）　（十　 １． ６５）　（△１５．４６）　　　　　 ０　　（十　 ５７６）ｉ

（△２３・９０）（十６・８４）（△１Ｌ４６）（十２・０７）（△５０・２０）（十３３・９１）１

・・
一・・１・・…ｉ△・…１・・…１・・・・・・・・…

・肌・・１・・…１・・・・・・・・・・・・・・… 　帆・・

する直接管理，および銀行問の関係と中央銀行の特別の役割に基礎をおく銀行

流動性操作による問接的通貨供給量管理の諸手段である 。貨幣創造として機能

する信用の対応資産管理は，国家に対する銀行信用にかかわる予算政策と ，経

済への信用にかかわる貸出規制を手段とする 。国庫にたいする銀行信用につい

ていえは，一方で歳入 ・歳出の　般的動向と予算の　般収支，他方でその　般

収支のファイナソスの方法（剰余，不足の処理方法）に左右される 。その手段と

しては，非金融機関の安定した貯蓄（中期借入れ）と銀行信用すたわち貨幣創造
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
（中央銀行の貸付げ，銀行が応募した国庫債権）とがある 。通貨供給量の管理という

ことからいえば，予算政策は均衡予算が望ましく ，財政収支の赤字については ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６７）
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　　　　第３表Ｉｎｄ１ｃｅｍｅｎｓｕｅ１ｄｅｓｐｎｘ註１ａｃｏｎｓｏｍｍａｔ１ｏｎｄｅｓ

　　　　　　　　　　ｄ６ｐｅｎｓｅ）　〔Ｍｏｙｅｎｎｅｓ　ａｎｎｕｅ１１ｓ（２）ｅｔ　ｐｏｎｄ６ｒａｔ１ｏｎｓ〕

Ｓｏｕｒｃｅ：ＩＮＳＥＥ

Ｇｒｏｕｐｅ　ｅｔ　ｓｏｕｓ－ｇｒｏｕｐｅ

Ｃｏｅ航ｃｉｅｎｔ

ｄｅ　ｒａｃｃｏｒｄｅ
－

ｍｅｎｔ　ｅｎｔｒｅ

ｂａｓｅ１００ｅｎ

１９８０ｅｔ　ｂａｓｅ

１００ｅｎ１９７０

　　　　（５）

１９７９

Ｐｏｎｄ６
－

　ｒａｔ１Ｏｎ

（３）

Ｉｎｄ１ｃｅ

Ｉｎｄ１ｃｅ　ｄ’ｅｎｓｅｍｂ１ｅ（２９５ｐｏｓｔｅｓ）

Ｉ　Ａ１１ｍｅｎｔａｔ１ｏｎ（ｙ　ｃｏｍｐｒ１ｓ　ｂｏ１ｓｓｏｎｓ）

　　　Ａ１１ｍｅｎｔａｔ１ｏｎ（ｎｏｎ　ｃｏｍｐｒ１ｓ　ｂｏ１ｓｓｏｎｓ）

　　　Ｂｏ１ｓｓｏｎｓ

１　Ｐｒｏｄｕ１ｔｓ　ｍａｎｎｕｆａｃｔｕｒｅｓ

　　Ａ　Ｈａｂ１１１ｅｍｅｎｔ　ｅｔ　ａｒｔ１ｃ１ｅｓ　ｔｅｘｔ１１ｅｓ

　　Ｂ ．Ａｕｔｒｅｓ　ｐｒｏｄｕｉｔｓ　ｍａｎｕｆａｃｔｕｒ６ｓ

ｌＩ【　Ｓｅｒｖ１ｃｅｓ

２． ５１３

２． ５４０

２． ５７３

２． ３６２

２． ４１６

２． ４１１

２． ４０６

２． ６２５

１０．ＯＯ０

２． ７００

２． ２６５

　　４３５

４． ４９３

　　９４５

３． ５４８

２． ８０７

８８，１

９１ ，１

９１ ，１

９１ ，４

８６ ，０

８９ ，９

８５ ，１

８８ ，５

　　（１）Ｍ６ｎａｇｅｓ　ｕｒｂａ１ｎｓ　ｄｏｎｔ１ｅ　ｃｈｅｆ　ｅｓｔ　ｅｍｐ１ｏｙ６ｏｕ　ｏｕｖｒ１ｅｒ一（２）Ｌｅｓ

加ｓ加眺〃ｑ吻　　一（３）　Ｌｅｓ　ｐｏｎｄｅｒａｔ１ｏｎｓ　ｓｏｎｔ　ｒｅｖ１ｓ６ｅｓ　ｕｎｅ　ｆ０１ｓ　ｐａｒ　ａｎ　－
ａｆｆｅｃｔ６ｅ　ａｕ　ｄｅｒｎｉｅｒ　ｍｏｉｓ．一（５）Ｉｎｄｉｃｅ　ｍｏｙｅｎ１９８０ｅｎ　ｂａｓｅ１００ｅｎ１９７０

　　　　　　　　　　　　出所 ：Ｉｎｓｔｉｔｕｔ蝸ｔｉｏｎａｌ　ｄｅ１ａ　ｓｔａｔｉｓｔｉｑｕｅ　ｅｔ　ｄｅｓ６ｔｕｄｅｓ ６ｃｏｎｏｍｉｑｕｅｓ：ん伽伽３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４表Ｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎｄｅ１ａｂａ１ａｎｃｅｇ６ｎ６ｒａ１ｅ

Ｓｏｕｒｃｅｓ：Ｍｍｓｔ６ｒｅ　ｄｅ１’Ｅｃｏｎｏｍ１ｅ　ｅｔ　ｄｅｓ　Ｆ１ｎａｎｃｅｓ（ｄｌｒｅｃｔ１ｏｎ　ｄｕ　Ｔｒ６ｓｏｒ）

　　　　　　　　Ｂａｎｑｕｅ　ｄｅ　Ｆｒａｎｃｅ（ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ　ｇ６ｎ６ｒａ１ｅ　ｄｅｓ　ｓｅ町ｉｃｅｓ６ｔｒａｎｇｅｒｓ）

Ｔｉｔｒｅｓ
．

ｐｏｓｔｅｓ ｒｕｂｒｉｑｕｅｓ １９７５ １９７６ １９７７
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非金融手段による赤字の補填がはかられるべきだとされる
。

　１９７５年以来，フラソスの財政収支実績は，総合収支尻を赤字にしてきた。そ

の赤字も，ミッ テラソ政権の成皿とともにとられた積極財政政策によっ て， 大

幅に増加した（第１表）。 この財政赤字が過度のマネー・ サブライに依存したい

でファイナソスされれぱ，これによっ て均衡を維持しつつ経済活動を刺激する

ことが可能だという理由で，積極財政がとられたのである 。しかしながら１９８２

年度の財政収入では，税制についての改革も税負担総額を変えるものではたく ，

不足資金の調達は，長期国債の発行と銀行保有登録国庫証券の調達に依存する

ことにた った（第２表）。 財政の大幅赤字を埋める国家のこのような資金調達に

おいて，イソフレの高進と民問資金需要のクラウデ ィソグ ・アウトの可能性が

指摘されることにな った 。

　世界的な景気の後退局面で，あえて積極的政策をとり ，公共支出に依存する

景気浮揚策をとっ たことによっ て， イソフレが高進し（第３表），輸入の急増か

ら貿易収支も改善しないはかりか赤字は増加した（第４表）。 しかも ，個人消費

は拡大しても投資は伸ぴず，１９８１年の実質成長率は０５劣，鉱工業生産指数は

マイナス２．３劣とな った。このような経済情勢のもとで，Ｅ ．Ｍ．Ｓ ．（Ｅｕｒｏｐｅａｎ

Ｍｏｎｅｔａｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍヨーロッバ通貨制度）内の調整として ，１９８１年１０月３劣，１９８２

年６月に５．７５劣のフラソ切り下げが行われた。これにともない，イ：／フレ抑制

と貿易収支改善のために，政策は軌道修正されることにな った。すなわち ，

１９８２年６月１１目から１０月３１目まで物価 ・賃金を凍結し，１９８３年予算の赤字幅を

国内総生産の３劣以内に抑え，失業保険会計，杜会保険会計の収支の均衡，国

有企業を中心とする投資促進の方針が打ちだされた。同時に，フラソ相場安定

のために介入し，その必要資金として多額のド ノレ借入れがなされたし，貿易収

支の赤字削減のためにＶＴＲなとの輸入観制，輸出促進のための輸出手続簡素

化が行われた。さらに，１９８３年３月に３度目のフラソ切下げ（２．５劣）が行われ ，

それにともな って３月２５目に，政府は対外均衡回復のための１０項目の措置を発

表した。その中で，マネー・ サプライの増加目標の１０％から９％への引き下げ ，

そのための措置として銀行借出抑制（１９８３年７月），為替管理を強化し観光旅行

　　　　　　　　　　　　　　　　（３７０）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
者の国外消費金額の制限たど（１９８３年３月）が実施された

。

　以上のようにミッ テラソ政権は，成立当初の積極財政から訣別することにな

ったが，その転機とな ったのは，１９８２年６月の第２回目のフラソ切下げであり ，

イソフレ抑制のための「フラソ切下げにともなう国内補完措置」にともな って

である 。積極から緊縮へのこの政策転換にもかかわらず，雇用関連予算の支出

は増加を続げている（第６表）。 しかし，強化される引締め政策の実施によっ て，

雇用面での悪化の圧力は高まり失業も増大し続げることにた った（第５表）。

　ミヅ テラソ大統領は，地方自治体や地方団体の下にある公共事業に６万人，

公共杜会サービスに１５万人，計２１万人の雇用増加を選挙で約束していた。この

約束の条項は，１９８２年と１９８３年の臨時プランによっ て取りあげられた。そして

この臨時プラソでは，公務１０万７，７００人，病院，保健 ・厚生医療機関３万５，ＯＯＯ

人， 公共事業２万９，ＯＯＯ人（地域事業による雇用２万人，その他の杜会 ・文化関係の

雇用９，Ｏ００人）の計１７万１，７００人の雇用計画とた っている（第７表）。１９８１年１月

１目から１９８２年１月１目までに，行政公務員（１ｅｓ　ｆｏｎｃｔ・ｏｎａ・ｒｅｓ　ｃ・ｖ・１ｓ）の正観の

有資格者（ｄｅｓｔ・ｔｕｌａ・ｒｅｓ）として３万２，９２２人，正規の資格を持たない者（ｄｅｓ
　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
ｎｏｎ－ｔ１ｔｕｌａ１ｒｅｓ）５００人強の増加があ った。もともとこの正規の資格を持たない者

の数は，１９７４年以未その解消に．とりくまれてはきたが，１９８１年５月現在で４８万

６， ＯＯＯ人近く存在している 。１９８１年８月７目以降，この正観の資格を持たない

者にたいする解雇を一時見合わせるように，各省庁に首相の通達がだされた 。

また，この正規の資格を持たない者を任命採用することは，政府と労働組合と

の間の特別に大きな協議課題をなしていた。そして，この発令が例外措置であ

り繰りかえされはしないということと，このような臨時雇身分で規程に拘東さ

れない組織構成を再び生みだすことを防ぐためのシステムが必要であると ，政

府の側も認めていた 。

　国家による介入と援助の拡大のもとで，雇用保障のための諸制度が拡張した 。

国家による雇用領域への介入は，労働諾条件を規制し労働契約の最低基準を制

度化することによっ て個々の賃金労働者にたいする保護に結びついている 。賃

金・ 労働条件規制の目的を達成するために，国家は，職業斡旋と労働力の需給

　　　　　　　　　　　　　　　　（３７１）
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調整のために労働市場に直接介入してきた。そして，経済成長が帰ってくると

いう期待のもとに，不完全失業の補償制度を導入して雇用喪失からくる杜会的

影響を小さくするという消極的な雇用政策は，経済危機の長期化が明らかにな

るにつれて，新しい政策方帥こ転換せざるをえなくな った。その内容は，一つ

には待期の状態にある雇用（ｄｅｓ　ｅｍｐ１ｏ・ｓ　ｄ・ｓｐｏｎ・ｂ１ｅｓ）を片つげて労働力人口と

第５表 Ｐｏｐｕ１ａｔ１ｏｎ　ａｃｔ１ｖｅ ａｃｔ１ｆｓ　ｏｃｃｕｐ６ｓ

Ｓｏｕｒｃｅ：ＩＮＳＥＥ

１９７５　　　　　　　　１９７６　　　　　　　　１９７７

Ｓａ１ａｒ１６ｓ

　Ｈｏｍｍｅｓ

　Ｆｅｍｍｅｓ

　Ｅｎｓｅｍｂｌｅ

Ｎｏｎ　ｓａ１ａｒ１６ｓ

　Ｈｏｍｍｅｓ

　Ｆｅ血ｍｅｓ

　Ｅｎｓｅｍｂ１ｅ

Ｃｈ６ｍｅｕｒｓ

　Ｈｏｍｍｅｓ

　Ｆｅｍｍｅｓ

　Ｅｎｓｅｍｂ１ｅ

Ｐｏｐｕｌａｔ１ｏｎ　ａｃｔ１ｖｅ　ｔｏｔａ１ｅ

　Ｈｏｍｍｅｓ　　　　　　　　　　（ａ）

　　　　　　　　　　　（ｂ）
　Ｆｅｍｍｅｓ　　　　　　　　　　（ａ）

　　　　　　　　　　　（ｂ）

　Ｅｎｓｅｍｂ１ｅ　　　　　　　　　（ａ）

　　　　　　　　　　　（ｂ）

１０，７９３，２　　　　１０，８３４，０　　　　１０，８８１ ，６

６， ４４５，５　　　　６，６０６，４　　　　６，７７４，８

１７，２３８，７　　１７，４４０，４　　１７，６５６ ，４

２， ４３９，０　　　　２，３９２，３　　　　　２，３５４，３

１， ３３６，５　　　　１ ，３２８，３　　　　　１，３３０，１

３， ７７５，５　　　３，７２０，６　　　３，６８４，４

３８９．０　　　　　　４０２．３　　　　　　４５０．８

５１３．０　　５９１．０　　６５３，７

９０２，Ｏ

１３，９１０，０

１３ ，６２１ ，２

８， ２９５ ，２

８， ２９５ ，０

９９３ ，３

１３，９１５ ，３

１３，６２８，６

８， ５２６ ，０

８， ５２５ ，７

１， １０４，５

１３，９６９ ，３

１３，６８６，７

８， ７５９，０

８， ７５８，６

Ｔａｕｘ　ｄｅ　ｃｈ６ｍａｇｅ

　Ｈｏｍｍｅｓ　　　　　　　　　　（ａ）

　　　　　　　　　　　（ｂ）
　Ｆｅｍｍｅｓ　　　　　　　　　　（ａ）

　Ｅ
ｎｓｅｍｂｌｅ　　　　　　　　　（ａ）

　　　　　　　　　　　（ｂ）

２２，２０５ ，２

２１ ，９１６ ，２

２， ８

２， ９

６， ２

４，
１

４， １

２２，４４１ ，３

２２，１５４，３

２， ９

３，
０

６，
９

４， ４

４， ５

２２，７２８，３

２２，４４５ ，３

３， ２

３， ３

７， ５

４， ９

４， ９

（ａ）Ｙ　ｃｏｍｐｒ１ｓ　ｃｏｎｔｍｇｅｎｔ一（ｂ）Ｎｏｎ　ｃｏｍｐｎｓ　ｃｏｎｔｍｇｅｎｔ

出所 ：Ｉｎｓｔ１ｔｕｔ蝸ｔｌｏｎａｌ　ｄｅ１ａ　ｓｔａｓ１ｓｔ１ｑｕｅ　ｅｔ　ｄｅｓ ６ｔｕｄｅｓ ６ｃｏｍｍｌｑｕｅｓ：ん舳加

　　　　　　　　（３７２）
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労働力化率を調整することである 。例えば，労働力人口の量にかかわるものと

しては，高齢労働者の引退を促し，移民労働者の帰国を奨励し，それぞれの段

階に応じた方法で若年労働者が労働市場へ登場するのを遅らせるなどの施策で

ある 。労働力化率にかかわるものとしては，労働力化を促す方策の大部分を取

り止めることである 。二つには，雇用にたいする種々の財政援助による労働費

ｅｔ　ｃｈ６ｍｅｕｒｓ ．１〉［ｏｙｅｎｎｅｓ　ａｎｎｕｅ１１ｅｓ

Ｕｎｉｔ６ｓ：Ｍｉ１１ｉｅｒ

　　　Ｔａｕｘ　ｅｎ ％

１９７８　　　　　　　１９７９　　　　　　　１９８０　　　　　　　１９８１ １９８２　　　　　　　１９８３

１０，８５６，５　　１０，８１４，１　　１０，７８９，４　　１０，６５９ ，２

６， ９０６ ，１　　　　　６，９８１ ，１　　　　　７，０４７，３　　　　　７，０６１ ，９

１７，７６２，６　　　　１７，７９５ ，２　　　　１７，８３６ ，７　　　　１７，７２１ ，１

２， ３３５，３　　　　２，３２８，４　　　　２，３４６ ，９　　　　２，３２２，６

１， ３１９，３　　　１ ，２９８，４　　　１ ，２４７，２　　　１ ，２３４，２

３， ６５４，６　　　　３，６２６ ，８　　　　３ ，５９４．１　　　　３，５５６ ，８

１０，６１２，０　　　　１０，５０９ ，５

７， １７２，５　　　　　７，２１３ ，１

１７，７８４，５　　　　１７，７２２，６

２， ２７０，０　　　　２，２３７，８

１， ２４３，６　　　　　１ ，２２１ ，Ｏ

３， ５１３ ，６　　　　　３，４５８．８

４９７．２　　　　５６７．５　　　　５８２．４　　　　７１１ ．７

６８５．３　　　　７８７．１　　　　８６９．４　　　　９８２，８

１， １８２，５　１，３５４，６　１，４５１，８　１，６９４，５

１３，９８２，６　　　　１３，９８２，６

１３，６８９ ，０　　　　１３，７１０ ，０

８， ９１１ ，１　　　　　９，０６７，０

８， ９１０ ，７　　　　　９，０６６ ，６

１３，９８２，９　　　　１３，９６０ ，７

１３ ，７１８，７　　　　１３，６９３ ，５

９， １６４，３　　　９，２７９ ，４

９， １６３ ，９　　　　　９，２７８ ，９

２２，８９３ ，７　　　　２３，０４９，６　　　　２３，１４７，２　　　　２３，２４０ ，１

２２，５９９ ，７　　　　２２，７７６ ，６　　　　２２ ，８８２，６　　　　２２，９７２，４

３，
６

３， ６

７， ７

５， ２

５，
２

４， １

４， １

８， ７

５， ９

５， ９

４， ２

４， ２

９， ５

６， ３

６，
３

５， １

５， ２

１０ ，６

７， ３

７， ４

　８０４．４　　　　８２７，７

１， ０５８，８　　　　　１ ，０３５ ，８

１， ８６３ ，２

１３ ，９５１ ，６

１３ ，６８６ ，４

９， ４７５ ，４

９， ４７４，９

２３，４２７，０

２３ ，１６１ ，３

５，
８

５，
９

ユ１ ，２

８， ０

８，
Ｏ

１， ８６３ ，５

１３ ，８３５ ，５

１３，５７５ ，０

９， ４７０ ，４

９， ４６９ ，９

２３ ，３０５ ，６

２３，０４４，９

６，
０

６，
１

ユＯ ，９

８， ０

８， １

ｓｆｏ〃３〃ｇ〃２ ３２Ｚｏ１？ｒｏ〃６３ ，　ｒｅｓｕ１ｔａｔｓ 　ｄｅ　ユ９８３，　ｐ ．１０２

（３７３）



３６ 立命館経済学（第３５巻 ・第３号）

第６表雇用関連予算の趨勢
（単位 ：１００万 フラソ）

１９８１年 １９８２年 １９８３年

当　初 当　初　（同前年比） 当　初　（同前年比）

若年者就業促進策
雇用促進措置

３， ９１８

一

４， ８３２　　（１２３ ．３）

，０００　（　一）

５， ６７６　　（１１７．５）

，８６０　（２９３ ．Ｏ）

小　　　　　　計
３， ９１８ ６， ８３２　（１７４．４） １１ ，５３６　（１６８．９）

従来の雇用 ・職業訓練援助 ８， ８７６ １１，９３９　（１３４．５） １３，１４０　　（１１０．１）

計 １２，７９４ １８，７７１　　（１４６ ．７） ２４，６７６　　（１３１ ．５）

（注）（１）　ｒフランスの１９８２年度，８３年度予算（案）の概要」所収表より作成。

　　（２）前掲ｒ調査月報』第７１巻第３号，第７２巻第７号所収。

第７表臨時プラソ期間中の公共雇用の創出

Ａ． 創出が財政法上計上されている雇用 ：

　Ｉ一一般予算 ：

　ａ ．予算制度上の雇用

　ｂ ．国家によっ てファイナソスされる
　　　予算制度外の雇用 ：

　一公団その他
　一私立教育機関

小

Ｃ．

ｄ．

合

　　計（ａ＋ｂ）

地方自治体事業による雇用創出に
対する補助金

杜会 ・文化的雇用創出のための補
助金

　　　計（Ｉ）

　皿一付属予算 ：

　予算制度上の雇用

　欠員補充（ＰＴＴ）
　合　　　　計（皿）
　皿一国家予算上の雇用合計

Ｂ　病院，保健 ・厚生機関

　総　　　　計

１９８１年度

補　　正

２２，８６６（１）

１． ８２９

１． ０００

２５ ．６９５

５， ０００

２． ２５０

３２，９４５

８， ００３（旬

４， ＯＯ０

１２，Ｏ０３

４４．９４８

９． ３４０

５４，２８８

爵８魏１

３５ ，５９９（・）

３． ２９３

２． ０００

４０．８９２

１０ ，ＯＯＯ

４． ９１０

５５ ，８０２

５， ６９８（６）

５． ６９８

６１ ．５００

１８ ，Ｏ００

７９ ，５００

１９８３年の

財政法

１３ ，２５８（３）

２． １０９

　５００

１５ ．８６７

５， ０００

１． ５３５

２２，４０２

　　（７）
７， ５０２（ｇ）

７． ５０２

２９ ．９０４

８， ０００◎０

８７，９０４

合　　計

７１ ，７２３仏）

７． ２３１

３． ５００

８２．４５４

２０，ＯＯＯ

　８．６９５

１１１ ，１４９

２１ ，２０３（８）

４． ０００

２５ ．２０３

１３６ ．３５２

３５ ．３４０００

１７１ ，６９２

（注）ｍ　防衛１，Ｏ００人を含む，（２）同ユ，６８３人を含む，１３）同６７０人を含む，（４〕同３，３５３人を含む一５〕

　ＰＴＴ８，０００人を含む，（６〕同５，６５０人を合む，（７〕同７，５００人を含む，１８〕同２１，１５０人を合む，１９〕この

　雇用は１９８３年財政法中において，１９８２年の創出雇用の調整に相当し，さらに労働期間の短縮に相当している 。

　それゆえこの雇用は，１９８３年財政法のレペルで調整された雇用しカ）構成せず，１９８２年と１９８３年の２つの年度

　の全体についての純創造である。但０追加雇用のある部分は，精神科医と看護人として創出されるぺきもの

　である 。

　　なおこの表は，国家によっ て補助されない地方公共団体により創出された雇用は含まない 。

出所Ｍｍ１ｓｔｅｒ　ｄｅ　ｌａ　ｆｏｎｃｔ１ｏｎ　ｐｕｂｌ１ｑｕｅ　ｅｔ　ｄｅｓ　ｒｅｆｏｍｅｓ　ａｄｍｍ１ｓｔｒａｔ１ｖｅ 　〃月ｏ〃棚ｏ〃 ｐ〃口脾舳
　　１９８２，Ｌａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ　 ＦｒａｎＣａｉｓｅ ，１９８３，ｐ

．４９
．

（３７４）
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用の削滅で雇用拡大を誘導する施策である 。例えほ，１９７９年から８１年までに締

結された雇用のための全国協定や１９８２年の若者のための将来プラソがそうであ

る。 三つには，産業の再構成に随伴する諸施策である 。配置転換委員会の増加

する設置，地域雇用を守るための手段として雇用の地方平衡回復を目的とする

援助制度の利用が，その例である 。しかし，１９８３年以降の雇用政策は，早期退

職と収入保証にたいするあまりに費用がかかりすぎる制度を見直すことにた っ

た。 さらに，１９８１年に始まっ た雇用拡大を目的とする労働分割を，協議により

労働時問短縮を実施するものに援助金を増額するという形態で追求することと

した。地方が主導する事業活動の再開や経済発展による雇用創出，１９８２年３月

２６目のオルトナソス８２－２７３による若者の杜会およぴ職業への同化のための措置

に加えて，１９８４年２月２４目の法律８４－１３０で若者への職業訓練の改革が実施され

ることにた った。そして ，本当の意味での雇用事業都（ＳＰＥ１ｅ　ｓｅｒｖ１ｃｅ　ｐｕｂｌ・ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
ｄｅ１’ｅｍｐ１ｏｉ）を諸活動の全体を調整する目的で創設することにな った 。

　失業間題の解決を当面緊急の政策課題としてとりくんできたミヅ テラソ政権

は， 成立当初の積極財政のもとでは政府 ・公共機関への直接雇用の拡大を含め

た雇用機会の拡大に努めた。引締め政策への転換後も，雇用 ・失業対策は引

き続いて重要な政策課題であ った。しかし，ミッテラソ政権にとっ てのもう一

つの重要な政策課題であ った基幹産業の補強を軸とする生産機構の再編は，政

策転換で景気の上昇回復をみたいままに，径済の停滞するもとで産業変革（１ａ

ｍｕｔａｔ・ｏｎ・ｎｄｕｓｔｒ・ａ１）間題を顕在化した。このような状況のなかで，雇用政策は ，

雇用拡大よりも労働力流動化の政策としての性格を強めてい った 。

　もともと成立当初から，ミッテラソ政権は，地盤沈下を続けるフラソスエ業

にたいし新技術の導入と生産設備の近代化による再工業化（ｌａ　ｒｅ・ｎｄｕｓｔｒ・ａ１・ｓａ－

ｔｉＯｎ）に取りくむことを課題とした。そのために取られた政策は，主要企業グ
　　　　　　　７）
ループの国有化と各産業セクターことの再編計画を含むプラソの策定とであ っ

た。 しかし，製鉄，造船，石炭，石油，化学，繊維などの構造的不況産業をか

かえ，引締め政策に転換を図 った政府は，これら構造不況産業を中心に「合理

化」を推進したげれぱならなくた った。！９８４年３月３１目に石炭・造船及び製鉄

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７５）
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業にかんする産業再建策が発表された。この再建策では，４年間で２万から２

万５，ＯＯＯ人の人員整理を予定し，その約半数は早期引退により残り半数は２年

問の転換訓練を実施しその間７０劣の賃金を保証し転換を促進するというもので

あっ た。 この再建策にたいし，Ｃ　Ｇ　Ｔは，このような再建策では危機脱出

とはなら狂いし，杜 ・共協定にも反するとして反対した。時を同じくするごと

く１９８４年７月２１目 ，ブジ ョーグループは，肩 ボット導入による技術革新を実施

するために７，３７１人（全従業員の９１〃こ相当）の整理を発表した。この整理案

では，プジ ョー関係で早期の任意退職方式により３，２３１人，タノレボ関係では

１，

３３９人の早期任意退職と２，８０１人の解尾，計４，１４０人の整理が提案された
。

Ｃ． Ｇ　Ｔ ，Ｃ　Ｆ　Ｄ　Ｔ．なとの労働組合は，会杜側の一方的た整理案に反対

してストに突入した。この争議を契機にして，政府内部において産業変革（ｌａ

ｍｕｔａｔ・ｏｎ１ｎｄｕｓｔｒ・ａｌ）への早急な取りくみとともに，とりわげ産業構造変革にと

もなう雇用 ・失業間題への対応が必要だという声が大きくた った。とくに構造

不況産業の「合理化」は，人員整理をともたい，労働組合の対応は解雇反対に

焦点が置かれた。労働組合のこの解屠反対にしても，解履絶対反対と被解雇者

数を削減し補償措置を求める条件付反対とに対応が分かれた。政 ・労 ・使の協

議では，産業再建策にかかわって国家雇用基金なとの補助金制度を利用し，早

期引退，転職，労働の分割を促進するための条件について主として話合われて

きた 。

　以上のように，産業「近代化（ｌａ　ｍｏｄｅｍ・ｓａｔ・ｏｎ）」のための合理化が政策とし

て追求されるたかで，雇用問題が政 ・労 ・使間の最大の課題とな ったことは確

かだが，この産業変革が労使関係，とりわげ職場におげる労使関係に，大きな

間題をひき起したことも事実である 。産業変革をともたう産業政策において生

起した職場労使関係におげる間題が，次章におげる課題である 。

　　１）　ｒフラソスの１９８２年度予算（案）の概要」大蔵省大臣官房調査企画課ｒ調査月

　　　報』第７１巻第３号（１９８２年３月），３０べ一ジ 。

　　２）　「フラソスの金融政策　　フラソス銀行総裁の講演　　」大蔵省大臣官房調査

　　　企画課ｒ調査月報』第７０巻第５号（１９８１年５月），８９～９０ぺ一ソ
。

　　３）　同上，９３～９４べ一ジ
。

　　　　　　　　　　　　　　　　（３７６）
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４）　「ミッ テラソ政権下のフラ：／ス経済」大蔵大臣官房調査企画課『調査月報』第

　７３巻第５号（１９８４年５月），３８べ一ジ 。

５）　 １〉［１ｎ１ｓｔｅｒｅ　ｄｅ　ｌａ　ｆａｎｃｔ１ｏｎ　ｐｕｂ１１ｑｕｅ　ｅｔ　ｄｅｓ　ｒｅｆｏｒｍｅｓ　ａｄｏｍ１ｎ１ｓｔｒａｔ１ｖｅｓ

　Ｚｏ力肌伽〃〃ろ物惚舳　１９８２，Ｒａｐｐｏｒｔ　ａｎｎｕｅＩ：ＬＡ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＡＴＩＯＮ

　ＦＲＡＮＣＡＩＳＥ　１９８３，ｐ５７

６）　
Ｚ伽ｓｏ郷８０６ｚｏＺ２ｓ，Ａ１ｄ．ｅｓ 主１’ｅｍｐ１０１　６〕ｕｍ１９８５・ｎ◎ ９４９６・ＰＰ６－７

７）政府によっ て提出された固有化法案（ｕｎ　ｐｒｏｊｅｔ　ｄｅ１０１ ｄｅ　ｎａｔ１ｏｎａ１１ｓａｔ１ｏｎ）

　は，５つのグループの産業国有化を提案した
。ｌａ　Ｃｏｍｐａｇｎｉｅ　Ｇ６ｎ６ｒａ１ｅ　ｄ’Ｅ１ｅｃ

－

　ｔｒ１ｃ１ｔる，１ａ　Ｃｏｍｐａｇｎ１ｅ　ｄｅ　Ｓａｎｔ＿Ｇｏｂａ１ｎ，１ｅｓ　Ｓｏｃ１６ｔ６ｓ　Ｐ６ｃｈｍｅｙ－Ｕｇ１ｎｅ－Ｋｕｈｌｍａｎｎ

　Ｒｈ６ｎｅ－Ｐｏｕｌｅｎｃ　Ｓ　Ａ ，Ｔｈｏｍｓｏｎ－Ｂｒａｎｄｔである 。さらに３６の銀行と２つの金融

　会杜，すなわちＣｏｍＰａｇｎ１ｅ　ｉｎａｎｃ１さ「ｅ　ｄｅ　Ｐａ「１ｓ　ｅｔ　ｄｅｓ　Ｐａｙｓ・Ｂａｓ，ＣｏｍＰａｇｎ１ｅ

　ｉｎａｎｃ１さｒｅ　ｄｅ　Ｓｕｅｚ が国有化された。これらの国有化は，経済的民主主義の道に

　おいて前進することが時には所有構造の変化に関連していることを，国民議会へ

　のその提案説明の中で明らかにしている 。

　　また，この国有化政策が，経済危機克服のための産業政策にとって重要な位置

　を占めることも明らかだが，国有化企業に期待されていた役割は，基幹産業の再

　生，つまり雇用を拡大し，積極的投資と研究努力によっ て競争力を身につげ，新

　しい産業ダイナミズムの移成に貢献することであ った 。

　２　産業変革と労使関係

　　　　　　フレキシビリテ，リベルテー

　ミッ テラソ政権の産業政策は，主要企業グノレープの国有化を実施するとと
’も

に， 各産業ことのセクタープラソを策定しそれを実施した。この産業政策は ，

一方で未来産業（エレクトロニクス，イソフォーマティック ，バイオテクノロ ジー

ロボティツクたど）にたいする発展を助長し技術革新に取りくむこと ，他方では

構造不況産業（製鉄，造船，石炭，石油化学，繊緯など）の縮小再編を対極に置く

ものであ った。そして，政府は，この政策方針を貫ぬくために，研究開発，産

業投資，産業合理化を計画帥こ主導 ・実施しようとしたのである 。

　このような産業政策は，ミッ テラソ政権がｒフラソス杜会主義」建設のため

に進めている企業構造改革や労働改革と「整合」し，「フラソス杜会主義」建設

のために，生産機構再編制の任務を負わされたものであ った。さらになお，経

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７７）
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済政策転換後の産業政策にもとずく産業変革（ｌａ　ｍｕｔａｔ・ｏｎ・ｎｄｕｓｔｒ・ａｌ）と企業構

造改革（１ａ　ｒ６ｆｏｍｅ　ｄｅ１’ｅｎｔｒｅｐｒ．ｓｅ）および労働改革（ｌｅｓ　ｒ６ｆｏｍｅｓ　ｄｕ　ｄｒ０・ｔ　ｄｕ

ｔｒａＶａ１ｌ）が整合するか否かは，失業縮減，産業停滞の回復，杜会的不平等の是

正など資本主義の現局面におげる弊害除去という目的が達成されるか否かにか

かわるものであ った。杜会党政権国家としてのこのようた目的に照らしてみた

全体的な評価とともに，個々の変革に即した評価，たとえぱオール ー法に．よる

労働改革からみた評価において労働者権利の拡充に成功したものでなげれぽ
，

杜会変革はたんに表面上の成功に止まっ て， 内容をともな った成功とはならな

いであろう 。

　そこで，ミッ テラソ政樹ことっ て， 積極財政から均衡財政への修正が不可避

となり ・経済政策が修正され経済の停滞が続くなかで産業変革問題が顕在化し

たとき・国有化政策とともにオールー法によっ て進められた企業構造改革は ，

その当初の目的をなおも達成することができたのであろうか。労働改革の内容

が・ 産業変革間題の顕在化とともにとのようた実態にあるかということが，そ

こでの間題を評価する注あいの中味とたるであろう 。ところが産業変革問題は ，

構造不況産業の縮小再編成にともなう雇用削減と労働者の既得権の侵害にもと

づく労資の対立をひき起すものとた った。とりわげ失業の増加について，積極

財政による経済拡大で失業を減少させる見込みがはずれたので，失業状態の悪

化（１’ａｇｇｒａｖａｔ・ｏｎｄｕｃｈ６ｍａｇｅ）が起きたが，この状態の悪化はいわゆる労働市

場の硬直性（１ｅｓ　ｒ・ｇ・ｄ１ｔ６ｓ　ｄｕ　ｍａｒｃｈ６ｄｕ　ｔｒａｖａ１１）の由として問題にされた。経営

者は，雇用にたいする柔較性（ｌａ且ｅ・・ｂ・１・ｔ６）を要求するし，政府もまた，失業

者数を過小に表わすための策略をめくらして，労働と失業との問の中間の状態
　　　　　　　　　　　　１）
を増加させようという意図を示した。政府のとる態度，諸観程や政府が適用す

る状況，政席がとる主導性によっ て， 政府は経営者の欲求や権利要求を勇気づ

げ， かき立てさえしたのであ った 。

　フレキシビリテは，経済危機におげる経営者による対応の基本的た構成部分

をなしている 。すたわち，フレキシピリテは，危機の深化に関連し，利潤への

欲求や資本の最大限で直接的な経営収益の経営者によるあくなき追求にかかわ

　　　　　　　　　　　　　　　　（３７８）
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っている 。経営者が最大限の利益を確実に手にしようとすれは，経済的だげで

なく杜会的な諸困難も増加する 。そこで，経営者は，直接的な利潤の確保に障

害とたるものにたいして攻撃に出るのである 。それは，広く深い規模で労働者

からの超過搾取（ｕｎｅ　ａｇ９・ａ・ａｔ・ｏｎ　ｄ・１’・・ｐｌ・・ｔａｔ・ｏｎ）を組織することに関連して

いる 。そこで，そのために，賃労働のあらゆる次元が，労働者の諸保証を可能

な限り侵食するために検討し直される 。雇用の諸条件，労働の組織化，賃金 ，

労働組合の権利，全体としての杜会的保護たどの各次元が再検討される 。企業

に堅固な経営基盤をあたえるために，経営老は，契約上，法律上の計画につい

て労働法典の主要部分の全体を弱めるために，国家にたいして「異常な規制」

という言葉でこれらの計画を非難し，労働者保護の再検討を要請するのである 。

同時に，経営者は，増加する公共セクターや国有化セクターの労働者権利につ
　　　　　　２）
いても攻撃する 。

　賃金の柔軟性（ｌａ且ｅｘｉｂｉ１ｉｔ６ｄｅｓ　ｓａｌａｉｒｅｓ）は，逆説的にいえぱ賃金の凍結，い

わゆる硬直性によっ て始まる 。賃金が高くたるのを妨げること以外の他の目的

はたいので，賃金の凍結には柔軟性という表現が逆説的だといいうるのである 。

賃金の柔軟性は計画作成（１ａ　ｐｒｏｇｒａｍａｔ・ｏｎ）を成功させるために主張されるも

のであ って，そのために賃金のスライド制度あるいはスライデ ィグスケール

（１’ｍｄｅ・ａｔ・ｏｎ　ｏｕさｃｈｅｌ１ｅ　ｍｏｂ・ｌｅ）に物価上昇に遅れて賃金を修正することを認め

ようとするものである 。この修正が遅れたぱあいには，実質賃金の低下が起き

る。 実質賃金の低下によっ て賃金体系に亀裂が入った後ではスライド制最低賃

金制（１ｅｓａｌａ１ｒｅｍｎ・ｍｕｍ・ｎｔｅｒｐｒｏｆｅｓｓ１ｏｎｎｅ１ｄｅ　ｃｒｏ・ｓｓａｎｃｅ　Ｓ　Ｍ　Ｉ　Ｃ）が攻撃にさら

されている 。Ｓ ．Ｍ．Ｉ ．Ｃ ．の決定は，政府の法的た責任事項であるし，Ｓ ．Ｍ
．

Ｉ． Ｃ． は全国的なあらゆる労働団体に利益をもたらすものであるのだから，物

価上昇にすほやく対応するよう努力されなげれぱならない。しかしＳ ．Ｍ．Ｉ
．

Ｃは団体交渉全国委員会（１ａ　ＣＯｍｍｓｓ・ｏｎ　Ｎａｔ・ｏｎａｌｅ　ｄｅ１ａ　Ｎ６ｇｏｃ・ａｔ・ｏｎ　Ｃｏｌｌｅｃｔ・ｖｅ

Ｃ． Ｎ． Ｎ． Ｃ．）の会議で議論された後で決定されねぼならないとされているのに政

府によっ て回答のないままに要請書が放置され，それにたいしＣ ．Ｇ ．Ｔ ．がＣ
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
Ｎ． Ｎ． Ｃ． の開催を労働大臣に要求することさえ起 った。このようたスライド

　　　　　　　　　　　　　　　　（３７９）
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制への攻撃にたいして，労働組合側，たとえばＣ ．Ｇ ．Ｔ ．は，産業別保証賃金

の立場を堅持するものであ った。もともと労働の資格（ｌａ　ｑｕａｌ・ｉｃａｔ・ｏｎ）ごとの

最低保証賃金の観定はそれぞれの部門ごとに行われ，この規定に到達するため

の行動の領域と同じように権利要求を確定する領域も，関係する労働組合の諸

同盟組織の権限に属している 。さらになお，Ｓ ．Ｍ．Ｉ ．Ｃ ．は，理論的には全産

業の最低賃金を規定Ｌたものであるので，特別の資格を持たない労働者のカテ

ゴリー についての産業別賃金は，Ｓ ．Ｍ．Ｉ ．Ｃ ．の観定する賃金水準を超える以

外はありえない。体系のすべての賃金の購買力を維持しようとすれぱ，団体協

約で引上げられる最高水準の保証賃金は，必要があれぱ，物価上昇に応じて再

評価され，この２年問に被った購買力の損失を考慮して，少なくとも当該都門

の上級のカテゴリーの平均賃金に等しいものであらねぽならない。また，当然

のことながら，賃金体系についての格付け構成は，労働の資格に応じて決定さ

れるものであ って，ポストあるいは雇用の要求に応じて決められるものではな
４）

い。

　しかるに，政府の厳しい物価抑制策と悪化する雇用のもとでの賃金交渉は ，

物価上昇率と同率ないしそれを下廻る産業や企業 レベルの妥結をみることにな

った。公共セクターにおげる政府と労働組合との１９８３年９月からの交渉でも
，

協定された実質賃金保証条項の実施や１９８３年１１月実施予定の２％賃金引上げに

ついて，政麻側はその実施を遅らせようとして労働組合側と対立した。しかも ，

やっと回答された賃金改善も，政府の物価上昇目標にすら及ぼない低額の回答

でしかなかった。つまり ，Ｓ　Ｍ　Ｉ ．Ｃ　の物価スライト機能を実質的に否定

する政府の動きのもとで，Ｓ　Ｍ　Ｉ　ＣやＳ　Ｍ　Ｇ　Ｐ　（ｄｅｓ　ｓａ１ａ・ｒｅ　ｍｍｍａ

ｇａｒａｎｔ１ｓ　ｐｒｏｆｅｓｓ１ｏｍｅ１ｓ 産業別最低保証賃金）の決定を待たず，企業にたいし生

活費のための必要た充足や従業員の格付げと資格に対応する賃金額を提示要求

することが労働組合にとっ て極めて重要な位置を占めるようにた った。しかし，

そのことは他方において労働者側が，企業の目的に合致する賃金条件に労働者

を置こうとする経営者側の政策と直接対決させられことを意味している 。

　つぎに，雇用にたいするフレキシビリテであるが，１９８４年１２月のフレキシビ

　　　　　　　　　　　　　　　　（３８０）
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リテに関する交渉の時期に，盛んに喧伝されたことは「雇用の創出（ｌａ　Ｃｒ６ａｔ・Ｏｎ

ｄ’ｅｍｐ１ｏ１ｓ）」ということであ ったし，その最大のねらいは雇用の硬直性を排除

すること ，つまり解雇観制など賃金労働者にたいする雇用保護を弱めることで

ある 。そしてリベノレテという表言でよく聞かれるのは，強すぎる行政的強制の

束縛についてである 。労働者とその家族にたいして有害な結果をもたらすよう

な状態の漸進的悪化にたいする低抗が，労働組合にとっ てきわめて重要た課題

とな ってきた。Ｆ ．Ｎ ．Ｅ ．協定があるか，あるいはたいぱあいの純粋かつ単純

た解雇，最低手当の補償システム が後退するもとでの部分失業，政府が提供す

る６，ＯＯＯフランの手当でフルタイム雇用からバートタイム雇用への転換，期問

の定めのない雇用から期問の定めのある雇用へと移行させること ，さらに見習

中の若年労働者の利用制限を拒否し，若年労働者を過剰労働力として利用し安

価な労働力として職業生活に導入するために見習期間を利用することが，経営
　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
者にとっ ては利益をもたらすものとなる 。

　さらに，労働時間とフレキシビリテとの関連の問題がある 。労働組合，たと

えはＣ ．Ｇ ．Ｔは，賃金は元通りの労働時問短縮を主張している 。もちろん経

営者側は，この主張を聞き入れようとはしない。労働組合側からすれぽ，１９８４

年の交渉で約束された諸点を断固としておし進める必要があ ったし，経営者側

はこの短縮の可能性を初めは受げ入れるふりをしながら交渉の中で，労働時問

短縮を含めて今目企業のバートナーの間でもたれる交渉で熱狂帥こ支持される

「物々交換的取引（１’ｏｐ６ｒａｔ・ｏｎ　ｔｒｏｃ）」に協力を求めた。労働者側は所定労働時

問（１ａ　ｄｕｒるｅ　ｄｕ　ｔｒａｖａｉ１）の方に話を運び，経営老側はフレキシビリテ全体の方
　　　　　　　　　　　　　　　６）
に話を運ぶ，という状況であ った。労働時問（１ｅ　ｔｅｍｐｓ　ｄｕ　ｔｒａｖａ・１）については

，

　　　　　　７）
所定労働時間の通年化（１’ａｍｕａ１・ｓａｔ・ｏｎ）と労働時問制の柔軟化の可能性（ｄｅｓ

ｐｏｓｓ１
ｂ１ｌ１ｔ６ｓ　ｄ’ａｓｓｏｕｐｌ１ｓｓｅｍｅｎｔ　ｄｅ１’ｏｒｇａｎ１ｓａｔ１ｏｎ　ｄｕ　ｔｅｍｐｓ　ｄｅ　ｔｒａｖａ・１）を拡張すると

いう二つの側面が，経営者のねらいであ った。１９８２年１月１６目のオ ノレドナソス

と各部門あるいは企業におげる協定の中で労働時間にかんする「大改革」が具

体化されることにな った。この「大改革」をＣ ．Ｎ ．Ｐ ．Ｆ ．が受げ入れたのは ，

彼らにとっ て都分的に有用である多くの長所があ ったことと ，これも経営者を

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８１）
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利することになるが，賃金労働者を保護する法律的あるいは規則的な保証がひ

どく悪かったからである 。もちろんＣ ．Ｇ ．Ｔ．がこれをそのまま受げ入れる筈
　　　　　８）
はたか った 。

　最後に，女性特有の柔軟化の間題がある 。それは，女性について所定労働時

間と雇用にかんするフレキシヒリテを　般化するはあいに独自の障害が存在す

ることから発生する事柄である 。つまり ，妊娠中の女性は別にして，一つは労

働安全衛生にかかわるもの，もう一つは労働時問の所定時問との調整の問題で

ある 。たとえば，一つは健康に有害な労働の禁止の範囲のように，揚げたり引

っば ったりする重量の限度というようた間題であり ，他は夜問労働の禁止，１

目当りの労働にたいする１０時問という制限，目曜，祭目労働の禁止についてた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
ど， 経営者が調整を希望するものである 。

　１９８４年以降，フラソス経営者連盟（Ｃ ．Ｎ ．Ｐ ．Ｆ ．）が基本戦略としたフレキシ

ピリテは，一方で雇用のフレキシビリテにかんする労使交渉を開始することで

あっ たし，他方で政府にたいして政権当初の積極策でもなく政策転換による緊

縮策でもない第三の政策，すなわち企業の競争力や投資拡大による成長政策を

提唱し，そのために政府が企業に基本的な自由をあたえるよう求めることであ
　１０）

った。こうした状況のもとで，労働者保護の制度的機能を弱める動きが加速さ

れるようにな った。労働者保護制度にとっ て， 監督制度はきわめて重要な役割

をもっ ている 。しかし，労働監督は，常々経営者の「激しい敵意（ｌａ　ｆａｒｏｕｃｈｅ

ｈｏｓｔ１１１ｔ６）」に曝され，経営者に苦痛をあたえるつもりではたいが，さりとて杜

会的運動によっ て獲得された労働制度であるので全く無視することもでき次い

という非常に遼巡した態度をもっ て歴代政府の支持を得てきたものである 。だ

からこそ，労働監督は，労働者側からすれ注，労働の権利が認められている全

領域で起きている障害，つまり監督を形骸化するフレキシビリテをそのままの

状態にしておくことはできない 。

　ところが，労働大臣テノレバール（ＤＥＬＥＢＡＲＲＥ）は，労働時問の改善について

法律を提出し表面上遵守の態度をとりつつげた。彼は労働と雇用の出先業務機

関（１’Ｏｒｇａｍｓａｔ・ｏｎ　ｄｅｓＳｅｒｖ１ｃｅｓＥｘｔ台ｒ・ｅｕｒｓｄｕ　Ｔｒａｖａ・ｌ　ｅｔ　ｄｅ１’Ｅｍｐ１０１）について記

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８２）
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された通達（ｕｎｅ　ＣｉｒＣｕ１ａｉｒｅ）をだすことにた ったが，この通達の中で，この制度

を経営危機の管理に適用し，労働法典の適用諸規定を緩め，労働監督を全く新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ１）
しい方向に導くことに努力するように求めている 。「フラソス杜会主義」による

杜会変革という観点からすれぱ，いまや階級闘争は存在せず，労働の権利とそ

の適用について別の概念に，この通達は導くことにな った。つまり ，この通達

は， 労働法典にフレキシビリテをもたらすことにな ったのである 。それは，一

つには，労働監督の独立性を崩すことであ った。労働監督の方針が，監督（１ｅ

ｃｏｎｔｒ６１ｅ）から助言（１ｅ　ｃｏｎｓｅ１１）へと移行し，バートナーの「双対性（１ａ　ｄｕａ１１ｔ６）」

機能に依存しようとすることを，それは意味した。いま一つは，雇用創出を理

由にした労働法典のフレキンヒリテである 。持続的で不可避的な危機に関連し

て， 企業におげる労働の権利の適用をしぱらく放置することも認めるというこ

とが，その内容である 。これまでに，経営者の圧力で法律の条項のかなりの部

分が適用されたいままできていた。したが って，今回の通達は，それが述べて

いるとおりに，この任務を地方の関連部課に移譲し，いまや手始めに，解雇を

容易にするために１９７５年の法律の実効性を失わせることだげであ った 。

　労働省は，＜ＴＲＡＮＳＰＡＲＥＮＣＥＳ＞というタイトルで，労働の権利の諸局面

を解説したパソフレットを５冊のシリーズとして刊行した。「小企業における

従業員代表権（Ｌａ　ｒｅｐｒ６ｓｅｎｔａｔ１ｏｎ　ｄｕ　ｐｅｒｓｏｎｎｅｌ　ｄａｎｓ　ｌｅｓ　ｐｅｔ１ｔｅｓ　ｅｎｔｒｅｐｒ１ｓｅｓ）」
，

「企業において交渉で解決する毎年の義務（Ｌ’ｏｂ１ｉｇａｔｉｏｎ　ａｍｕｅ１１ｅ　ｄｅ　ｎ６ｇｏｃｉｅｒ

ｄａｎｓ１’ｅｎｔｒｅｐｒ１ｓｅ）」 ，　「パートタイム 労働（Ｌｅ　ｔｒａｖａ１１主ｔｅｍｐｓ　ｐａｒｔ１ｅ１）」，「期間の

定めのある労働契約（Ｌｅ　ｃｏｎｔｒａｔ　ｄｅ　ｔｒａｖａ１１主ｄｕｒ６ｅ　ｄ６ｔｅｍｍ６ｅ）」，「一時的労働

（Ｌｅ　ｔｒａｖａｉ１ｔｅｍｏｒａｉｒｅ）」という５冊のシリーズである 。第一のバソフレットは ，

従業員１１人以上５０人以下の企業におげる従業員の代表権について述へたもので ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
従業員代表や重要な問題を共有する現場集団の代表（ｌｅｓ　ｄ６１さｇｕ６ｓ　ｄｅ　ｃ・ｔｅ）を選

挙する現実の困難性からくる不利益を覚悟のうえで所定の労使同数委員会の経

営者側代表との，しかも協定による代表制取り入れを進めようとするものであ
　１３）

った。第二のバソフレットは，企業における団体交渉について書かれているが ，

毎年行われるべき交渉についての悪い意図をもっ た解説が付されており ，その

　　　　　　　　　　　　　　　　（３８３）
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解説によっ て賃金や所定労働時問についての法律あるいは団体協約の違法な協

定が締結できることを推奨している 。たとえは，所定労働時問について，法的

基準以下の違法た協定の可能性を示唆している 。第三のバソフレットは，バー

トタイム 労働（ｌｅ　ｔｒａｖａ１１註ｔｅｍｐｓ　ｐａｒｔ１ｅｌ）の奨励について述べたものである 。バ

ートタイム 労働者は，従業員１０人以上の民問企業では１９７９年１２月に４．２％を超

え， １９８４年１２月には５．５刎こ達した。こうした雇用形態の展開は，一方では労

働者管理の観制を緩和したいという経営者の希望，他方では労働生活と職業外

の生活とを両立させたいとする労働者側の希望によるものだというのが，この
　　　　　　　　　　　　１４）
バソフレットの主張である 。しかし，労働者が真に要求しているのは，３５時間

労働制と完全雇用であり ，バートタイム労働はただ経営者を利するのみだとい

うのが，これにたいするＣ ．Ｇ ．Ｔ ．の批判である 。第四のバソフレットは，厳

密に経済的理由があるほあいに限って期間の定めのある労働契約を認め，その

ようた労働者の地位を改善することを意図した１９８２年２月５目のオルドナソス

を否定した１９８５年７月２５目の法律が可能にした内容，つまり期間を定めた契約

の継続の可能性たどを並べたてたものである 。労働者の雇用を不安定にするこ

うした契約の継続や更新を労働者が受げ入れることを強制するいろんな方法，

期間の定めのある契約に頼る多様な事例を，このバソフレットはあげている 。

第五のバソフレットは，一時的労働について，期問の定めがある労働契約と同

じように一時的労働の　般的原則をより良く理解する助げとなること，およぴ

技術的要請を尊重してそれらの原則を適用することを助長するという二つの課

題を含んでいる 。

　以上のように，労使の自主交渉による基準設定を認めるようた法律の制定 ，

あるいは行政方針によっ て， オーノレー 法の効力を減殺し，それをもっ て経営者

のフレキシビリテの要求にこたえたのである 。１９８４年から８５年にかげて，ミッ

テラソ政権が，産業再編計画案の具体化にともたう雇用対策のなかで実施した
　　　　　　　　　　　　　１５）
バートタイム雇用の奨励措置はその例である 。また，労使の強い反対にもかか

わらず進めた労働時問調整法案で，産業部門，企業もしくは事業所の労働協約

によっ て労働時間の調整ができるとした。この法案は，法的観制を緩める点で

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８４）
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はフレキ ：■ヒリテのための条件を設定することにたり経営者を利するものであ

りながら，なお労働組合との協約によらねぱならないということで経営者の反

対もまねいた。労働組合の側からすれぱ，この法案は協約拡張が認められてい

るもとで協約の揚則的部分や手続的部分にたいする指導権争いがからむことと

結びついて，法的観制が緩められる恐れがあるか否かで，この法案の評価は分

かれるものである 。

　１９８４年５月２８目に，雇用の柔軟性についての労使問交渉が始まっ た。 同年１２

月１６目には，雇用条件の調整にかんする議定書（１ｅ　ｐｒｏｔｏｃＯｌｅ　ｓｕｒ　ｌ’ａｄａＰｔａｔ１ｏｎ　ｄｅｓ

ｃｏｎｄ１ｔ・ｏｎｓ　ｄ’ｅｍｐ１ｏ・ ）， あるいは雇用のフレキンヒリテにかんする議定書といわ

れるものが，６ケ月の交渉の末にＣ ．Ｎ ．Ｐ ．Ｆ ．によっ て提案された。しかし労

働組合のいかなる組織もすぐには署名せず，１２月２７目まで署名を引きのばした 。

Ｃ． Ｇ． Ｔ． は， 「それほど危険で反動的な」議定書の条文にたいし，はじ。めから

すでに反対を表明していた。Ｃ ．Ｆ ．Ｄ ．Ｔ
．，

Ｆ． Ｏ．，Ｃ ．Ｆ ．Ｔ ．Ｃ
．，

Ｃ． Ｇ． Ｃ．

の４つの労働組合は，組織にはかつて態度を決定することにした。その結果Ｃ ．

Ｇ． Ｃ． の執行委員会（１ｅ　Ｃｏｍｉｔ６ｅｘ台ｃｕｔｉｆ）は，この議定書に署名することを決

定し，Ｃ 　Ｆ 　Ｄ　Ｔ ．のはあい全国事務局（ｌｅＢｕｒｅａｕｎａｔ１ｏｎａ１）は最終決定の前

に連合，地方組織に相談するとしながらこれにたいする態度として「積極的見

解」を表明していた。Ｆ　Ｏは連合事務局会議（ｌｅ　Ｂｕｒｅａｕ　ｃｏｎｆ６ｄ６ｒａｌ）を召集し

削向きの回答がされるものと予想されていた。Ｃ　Ｆ　Ｔ　Ｃ　も中央評議会（１ｅ

Ｃｏｎｓｅ・１ｎａｔ１ｏｎａｌ）を開いて態度を決定することにな ったが，その態度はより慎
　　　　　　　１６）
重たものであ った。しかし，Ｃ ．Ｇ ．Ｔ ．はもとよりＦ ．Ｏ

．，

Ｃ． Ｆ． Ｔ． Ｃ． が拒

否するに及んで，Ｃ ．Ｇ ．Ｃ
．，

Ｃ． Ｆ． Ｄ． Ｔ． も署名を拒否し交渉は決裂した 。

１９８５年に入 って，５月に話合いがもたれるまで，殆んど主だ った交渉はもたれ

なか った 。

　継続する経済危機のもとで，Ｃ ．Ｎ ．Ｐ ．Ｆ ．からの強い要請にこたえる政府の

フレキシビリテのための措置は，労働組合組織側の対応の違いもあ って，労使

関係に新しい問題を発生させることにな った。一つは工場閉鎖（１ａｆｅｍｅｔｕｒｅ

ｄ’ｕｓｉｎｅ）にともなう人員削減にかんする企業 レベノレの交渉である 。労使交渉の

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８５）



４８　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３５巻 ・第３号）

結果調印される杜会契約の議定書は，職業転換訓練制度の導入と人員削減を最

小限に止めようとすることなとを内容とするのが　般的であ った。もちろん ，

全労働組合から必ずしも一致して調印されるような議定書が作成されるとは限

らず，別の議定書を作成する動きも見られる 。さらに，この問経済的理由によ

る解雇にたいして，失業対策，職業訓練のための政府による対策と，失業保険

にかんする新協約の締結などが進められた。しかし，労使問交渉と協約による

対応は，改善と同時に改悪，たとえぽ１９８５年１０月末に締結された失業保険の新

協約は，給付期問の延長と引きかえに保険料の値上げと基本手当額中賃金日額

にかかわる部分を４２劣から４０劣に下げることを認めたもので，　「交換的」交渉

と協約としての性格を特徴としている 。したがって，この協定でもＣ ．Ｇ ．Ｔ
．

は調印を拒否した ，

　ｒ交換的」交渉と協約による違法な基準の設定し，しかも労働省によっ てそ

れが推奨されるなかで，Ｃ ．Ｇ ．Ｔ ．を中心とする活動家の職場におげる低抗が

強くな った。同時に，これらの活動家にたいする抑圧も激しくな った。１９８５年

１２月末のバリ地下鉄のストライキでは，機械をブ ロックした運転手の１人が ，

執行猶予つきの６ヶ月の懲役刑を受げることにな った。１年前に人身事故を起

したことが，裁判所の判断に影響をあたえたものであ った。このとき，労働者

側は「パリ混乱（ＰＡＲＩＳ－ＰＡＧＡＩＬＬＥ１ ）」とか「バリシャソを人質にとる（Ｌｅｓ

Ｐａｒ１ｓ１ｅｎｓ　ｐｒ１ｓ　ｅｎ　ｏｔａｇｅ， ）」と非難された。しかし，バリ市父通公団（Ｒ６ｇｌｅ

ａｕｔＯｎｏｍｅ　ｄｅｓ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔｓ　ｐａｒ１ｓ・ｅｎｓ　Ｒ　Ａ　Ｔ　Ｐ）の経営者は規則に守られて，すべ

ての責任をまぬがれた。その結果この地下鉄のストは，　「山猫 スト（ｌａ　ｇｒさＶｅ

ｓａｕｖａｇｅ）」とか「違法スト（ｌａ　ｇｒさｖｅ　ｉｌ１６ｇａ１ｅ）」とか非難攻撃されることにな
っ

た。 こうした状況のもとで ，「自由と権利（ｌｅｓ　ｄｒｏ１ｔｓ　ｅｔ　ｌｅｓ　ｌ・ｂｅｒｔ６ｓ）」の闘いが
，

今目きわめて重要た課題として登場してきたのである 。既得権の保証と諸権利

の防衛および改善は，Ｃ ．Ｇ ．Ｔ ．の第４２回大会で雇用闘争，購買力維持，健康

増進の確保と生活内容の杜会的保護の推進たどとともに，諸要求の重要た課題
　　　　　　　　　　　１７）
としてとりあげられている 。

　経済危機からの脱出に当 って，産業構造問題が発生し，その「近代化（１ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　（３８６）
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ｍｏｄｅｍｉｓａｔｉｏｎ）」政策が，しかも緊縮政策（１ａ　ｐｏ１ｉｔｉｑｕｅ　ｄ’ａｕｓｔ６ｒｉｔ６）のもとで推

進されるとき，そしてまた，「交換的」交渉と協約による違法な基準設定が公

認されるとき，反対する活動家にたいする厳しい抑圧が仕かげられるというこ

と。 その結果において再編制された生産機構と杜会組織とは，歴史的に如何に

評価されるへきか，この事態は極めて重要な問題を提起しているといえよう 。

　　 １）１ｅ　Ｃｏｍｍｉｓａｒｉａｔ　ｇ６ｎ６ｒａ１ｄｕ　ｐｌａｎのもとに設置された失業の構造と雇用政策

　　　の諸結果についての検討のための作業グループは，労働と収入のｒ分かち合い
　　　（ｌｅ　ｐａｒｔａｇｅ）」，失業の「割りふり（１ａ　ｒ６ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）」の視点から作業を進めてき

　　　た。雇用者側代表のＭＩＧＮＯＴＨ氏は，もちろんｒ労働と失業の中間的状態（１ｅｓ

　　　 ｓｉｔｕａｔｉｏｎｉｎｔｅｒｍさｄｉａｉｒｅｓｅｎｔｒｅｔｒａｖａｉ１ｅｔｃｈ６ｍａｇｅ）」を増加させようという政

　　　府の意図を支持している 。

２）　Ｌａ　Ｃ・Ｇ・Ｔ．：工８ Ｐ８妙Ｚ９．１９８５，ｎ
．１１９５

，Ｐ
．１０

．

３）　Ｌａ　Ｃ． Ｇ． Ｔ．：乃〃２舳，Ｐ
．１４

．

４）　Ｌａ　Ｃ． Ｇ． Ｔ．：乃〃２刎，Ｐ
．１５

．

５）　Ｌａ　Ｃ．Ｇ．Ｔ．：乃〃９刎，Ｐ
．１６

．

６）　Ｌａ　Ｃ．Ｇ．Ｔ。：乃〃８舳 ，Ｐ
．１８

７）ｌａ　ｄｕｒるｅ　ｄｕ　ｔｒａｖａｉ１は，協約所定労働時問または労働協約などの所定労働時

　問とともに，規則所定労働時問との対比においても用いられるという（野田進

　　ｒフラソスの労働時問法制（上）」，目本労働協会『目本労働協会雑誌』，１９８６年
，

　Ｎｏ．３２０，３２べ一ジ）。

８）労働時間の週時問の控除にかかわる保証を再検討すること 。つまり労働時間算

　定の基準に特例を設げること 。労働者の個人的希望を利用して労働と生活の条件

　を悪化させる諸規定を生みださせるような労働時問調整の現実的可能性を拡大す

　ること 。通年化の操作を通して賃金が削減されること 。賃金の減額をともなう労

　働時問を短縮すること ，などを拒否している（Ｌａ　Ｃ．Ｇ．Ｔ．：工２Ｐ幼Ｚ９．１９８５ ，ｎ◎

　１１９５，Ｐ
．１９）

。

ｇ）　Ｌａ　Ｃ． Ｇ． Ｔ．： 功． ６〃
．，

ｐ． ２０

１０）労働省大臣官房国際労働課編『海外労働白書』（昭和６０年版），目本労働協会 ，

　１７４～１７５べ 一ジ 。

１１）　Ｌａ　Ｃ・Ｇ．Ｔ．：工９Ｐ９妙Ｚ９
，ｎ

．１２１４
，Ｐ

．１０
．

１２）１ｅ　ｓｉｔｅの意味内容は，ＴＲＡＮＳＰＡＲＡＮＣＥＳ－１によれぱ，ｕｎ　ｃｅｎｔｒｅ　ｃｏｍ －

　ｍｅｒｃ１ａｌ，ｕｎｅ　ｚｏｎｅ　ａｒｔ１ｓａｎａ１ｏｕ　ｍｄｕｓｔｎｅ１１ｅ，ｕｎ１ｍｍｅｕｂ１ｅ　ｄｅ　ｂｕｒｅａｕｘ など

　で働く人達は，地理的あるいは実際的に孤立した状態にあるが，そこには共通の

　問題があるということで，それはｄｅｓ　ｓｉｔｅであるとされる 。ただし，都市圏の道

　　　　　　　　　　　　　　　　（３８７）



５０　　　　　　　　　　　　立命館径済学（第３５巻 ・第３号）

　　路や界隈で働く人達は例外はあるが除かれる（Ｍ１ｎ１ｓｔｅｒｅ　ｄｕ　ｔｒａｖａ１１，ｄｅ１’ｅｍ
－

　　ｐ１０１ ＆ｄｅ１ａ　ｆｏｒｍａｔ１ｏｎ　ｐｒｏｆｅｓｓ１ｏｍｅ１１ｅ　Ｔ吻幼ｏ閉６２ｓ＿１，ｐ６

　１３）　Ｌａ　Ｃ．Ｇ．Ｔ、：工９Ｐ９妙Ｚ２
，ｎ

◎１２１１
，Ｐ

．２３
．

　１４）　Ｍ１ｎｌｓｔさｒｅ　ｄｕ　ｔｒａＹａ１１，ｄｅ１’ｅｍｐ１０１＆ｄｅ１ａ　ｆｏｒｍａｔ１ｏｎ　ｐｒｏｆｅｓｓ１ｏｍｅｌ１ｅ

　　Ｔヅｏ〃ｓク０７２〃０２ｓ－２，　Ｐ ．１
．

　１５）労働省大臣官房国際労働課編ｒ海外労働白書』（昭和６１年版），６５べ一ソ参照 。

　１６）　〃〃ｓｏ〃ｓ　Ｓｏｏ〃９ｓ，１９ｄ６ｃｅｍｂｒｅ１９８４ ・ｎ
．５５７８

．

　１７）　Ｌａ　Ｃ．Ｇ．Ｔ：Ｌ２－
Ｐ２妙Ｚ２

，ｎ
ｏ１２０７／８／ｇ

，ＰＰ
・２０８－２１０

．

ｗ　結　　　語

　目本資本主義は，今目いちだんと厳しい環境におかれることにな った。これ

まですでに追求されてきた「柔軟性」は，法 ・制度的にはもっ ばら経営者がつ

くりだした現実を政府が容認し後追いを続げてきたとい ってよい。しかし，今

この時点で，もっと体系的に「柔軟性」の実現を保証するｒ労働改革」を，経

営者側は要請し，政府もまたこの要請にこたえる努力をしている 。ただし，政

府の努力は，ｒ交換的」交渉と協約による違法な基準の制定を容認するフラソ

ス政府の対応とは違って，もっ ぱら法律のｒ改正」によっ て法的基準を暖味に
　　　　　　　　　　　　　　　　１）
し， 最低基準を下げようとしている 。たとえば，労働時問の「短縮」を，法律

の「改正」と行政指導によっ て実施することにたいして，財界に弁解するほあ

いに，企業ごとの協約，効力の拡張が制度的に認められていないなどを理由に ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
国家の介入によっ てしか方法のたいことを説明している 。たしかに，こうした

方法の違いはあるが，フレキシビリテの実現について，経営者はもとより政府

もまたこれに努力している点では，経済危機からの脱出をはかる現代資本主義

の方策として共通性がみられる 。しかも，フレキシビリテが，既得権を侵害し ，

労働者に差別的抑圧をもたらし，リベノレテの問題を広く提起するという点でも ，

共通性をもっ ているといえるであろう 。もし，そうだとすれば，結果として生

じる生産機構と杜会組織の再編成は，失業と就業の中問にある雇用，すなわち

　　　　　　　　　　　　　　　　（３８８）
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半失業を増加させ，賃金を低下させることによっ て再編成された現代資本主義

ということもできよう 。このような再編成が，経済低成長，失業の増大，杜会

的不平等，産業構造間題なとを根本的に解決するものでないことは，いうまで

もないことである 。

　さらに，日本資本主義にとっ て， 国際収支の大幅黒字が国際的に指弾され ，

その不均衡の是正のための対応を強制されるもとでは，一方でｒ円高」による

交易条件の悪化を理由にする工場の海外移転が促進され，他方で途上国からの

輸入攻勢にさらされて，生産のｒ空洞化」現象が進むことも予想される状態に

ある 。こうした状況下では，政府 ・財界がえがく産業構造改革のヴィジ ョソ自

体が画餅に帰する恐れもある 。そうだとすれぽ，国際的 ・国内的な障害を克服

し計画どおりに行ったとしても ，雇用と収入の「分割」，「ふり分げ」によっ て

再編制された生産機構は，利符切りの径済のもとで脆弱なものとして，また軍

事先端技術に主導されてしか再編されたいだろう 。このような生産機構と杜会

組織は，一方でその編成替に当 って国家の強い指導性が必要とされる 。他方で ，

国家の強い介入が不可避であれぱあるほと ，資本の側からはこの介入に対する

拒否反応も生まれてくる 。以上のようた諸関係を含んだ資本主義の体制は，そ

の分析のために国家の指導性を不可避とする生産機構と杜会組織の再編成であ

るという点からしても，あらためて国家独占資本主義論についての有効性を呼

び起すものとたろう 。そのぱあいにも ，当然，国際環境および労資対抗たどの

今目的特徴を説明しうるようた内容のものとして，国家独占資本主義論を再認

識することが必要となるということである 。

　もちろん，「フラソス杜会主義」は，しかも今目の コアビタシオソ（保革ｒ共

存」）への移行を考慮するとき，それはとのように評価すべきか，という問題

が残る 。しかし，とりわげ１９８４年以降のフレキシビリテのための政策的選択は ，

その生産機構と杜会組織の再編成にとれはと現代資本主義諸国の危機管理体制

との区別をゆるすものであろうか。区別しがたいというその点からすれほ，と

もに国家独占資本主義の危機とそのｒ再生」という論理的筋道でとらえること

も可能ではなかろうか 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８９）



５２　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３５巻 ・第３号）

　「フラソス杜会主義」の歴史的評価のためには，本稿ではもちろん残された

問題がある 。それは，第一に１９７２年の共産党と杜会党の問の共同政府綱領の成

立， １９７８年の総選挙を前にした１９７７年綱領改訂作業とその過程での綱領破棄 ，

１９８１年の大統領選挙の第２回投票におけるミッ テラソ侯補への共産党の投票，

同年の国民議会解散と選挙後の新内閣への共産党の参加，杜会党と共産党の問

の政府協定の成立，１９８４年共産党の閣僚引上げと閣外協力の表明からやがて批

判への態度の変更，このよう次政治的流れを頂点とする杜会運動からの分析で

ある
。

　第二に，経済危機からの脱出に当 って，雇用と収入の「分割」と「ふり分

け」のみが残された方法とされていることにかかわる間題である 。もちろん ，

そのぱあいにフラソス杜会党が，所有関係と権力関係についての一定の改革を

実施したことは留意されねばたらない。雇用と収入の「分割」と「ふり分げ」

のために「労働市場の硬直性」が問題とたり ，フレキシビリテの追求がたされ

るという点では，フラソスだげが特別たわけではない。それは先進資本主義諾

国にかたり共通しているといえる 。そうだとすれば，所有関係と権力関係の改

革の評価が，「フラソス杜会主義」のフレキシビリテの，もしあるとすれぱ他

の国のそれとの違いをもたらすものであろう 。しかし，所有関係については ，

国有化が進められたが，１９７７年の共同政府綱領改訂作業の過程における杜会党

と共産党の意見の対立から綱領そのものの破棄にいた った経過を見れば，この

問題についての検討は残しているので断言はできないが，国有化の範囲がたん

なる範囲の間題をこえる問題をもっ ていたことを指摘することはできるであろ

う。 また，権力関係の再編制についても ，産業構造問題の発生と「近代化」の

ためのフレキシビリテが追求されるなかで，既得権の侵害とそれに低抗する職

場活動家の選別的な抑圧が起り ，そこからリベノレテのための声を口乎び起したと

いう事実は，これもまた詳細な検討を残しているとはいえ，権力関係の再編成

について高い評価をあたえることはできないとする ，一つの根拠とたるであろ

う。 以上のごとく ，所有関係や権力関係についての改革に不十分さがあるとす

れぱ，「フラソス杜会主義」の生産機構と杜会組織の再編成もまた，他の諸国

　　　　　　　　　　　　　　　　（３９０）
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の危機管理体制との相違を過大に評価することを藤踏させずにはおくまい。し

かし，ここでも最終的な評価を下すには，産業改革，モデノレニ ザシオソ（近代

化），労働改革のための各ナショ ナノレ ・セソターの取りくみについてのたち入

った考察が残されている 。そしてまた，これらの考察は，統一戦線政府の在り

方にも及ぶべき内容を含んでいる 。たとえば，ミッ テラソ政権下の内閣に閣僚

を送った共産党が杜会党との問で締結した政府協定は，かつての共同政府綱領

のような内容のあるものでなく ，共同宣言のような簡単なもので，その後協定

違反か否かで絶えず両党の対立をひき起すようたものでしかたか ったことは ，

統一戦線政府の在り方として間題を残していたといえる 。組織協定がなか った

ということも ，ミッ テラソによる歴史的実験にたいする階級的たチ ェック機能

を十分に生かすことを不可能にしていたという点で問題があ った。このように

見てくると ，本稿の主題が，いかに限定されたものであ っても ，「フラソス杜

会主義」の実験の一部を検討している限り ，その背景として以上のような観点

は不可欠のものであり ，またそのような分析が積み重ねられ，その成果との照

応がたされることなしには，なお，単純な素描の域をでないとしかいえまい 。

こうした自覚をもちながら，ともかく ，当初の課題についての一応の検討を終

ることにしたい 。

１）１９８０年代のわが国労働政策についての検討については，三好正巳編著『現代目

　本の労働政策』青木書店，１９８５年，を参照されたい。当該書を刊行して以後，当

　時では予定されていたに過ぎない法律案が成立し施行されており ，そこから新し

　い問題が発生しつつある 。当該書は，やがてこれら新しい状況について補足され

　ねぱならないが，本稿においてｒフラソス杜会主義」の実験を粗くはあ っても検

　討し終った現在において，そこには理論的に補足すべき点が多く見つかる。一つ

　は，雇用と収入のｒ分割」とｒふり分け」による生産機構の再編成。二つには ，

　ＭＥ化を促進の契機としていちだんと進められる職場労使関係における権力関係

　の再構成が，団体交渉制度にたいする再編成，つまり職場の生産性交渉を起点と

　して提起する代表制的交渉制度の再編成の間題たどがある 。三つには，基準 ・制

　度 ・国家の三層で構成された論理の枠組において，個人の権利を契約的関係から

　見直すことの意味をどのように評価するのか，ということである 。いずれ，近い

　将来において，以上の諸点を考慮した理論枠による ，しかもいわゆる均等法，派

　　　　　　　　　　　　　　　（３９１）



５４　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３５巻 ・第３号）

　　遣事業法などカミもたらした権利状況への波紋を合めた検討を行いたいと考えてい

　　　る 。

　２）労働省労働基準局監督課ｒ今後の労働時問法制のあり方一労働基準法研究会報

　　告から一」¢（東思商工会議所『東商新聞』１９８６年４月５目号）。

〔あとがき〕本稿は，立命館大学学内資金により１９８５年１０月から１９８６年２月までの

４ヵ月半にわたるフラソス留学中に収集した資料と調査にもとづいて，一応の成果

をまとめたものである 。

（３９２）




